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（法第２８条第１項） 

 

    平成３０年度の事業報告書 

 

特定非営利活動法人真ごころ 

 

１ 事業の成果 

●障害児通所事業 

放課後等デイサービス 

①まごころ        千葉県柏市松葉町３－２２－７ 

②まごころ「とよふた」  千葉県柏市十余二４０９―１２８ 

③まごころ「スイミング」 千葉県柏市宿連寺４４２－６ 

 ※多機能事業所(児童発達支援、放課後等デイサービス) 

児童福祉法に基づき、障害のある就学児童の生活能力向上を図り自己実現できる社会

参加を目指すため、放課後及び学校休業日に必要な支援を行った。 

   

●相談支援事業（指定特定相談支援、障害児相談支援） 

障害児・者の方が、障害福祉サービスの利用をする際、申請したサービス等利用計 

画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し（モニタリング）を行った。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業 

事業名 事 業 内 容 
実施 

日時 

実施 

場所 

従事者 

の人数 

受益対象者の

範囲及び人数 

障害児通所 

支援事業 

放課後等デイサービス 

まごころ 
月～土曜日 

柏市 

松葉町 
6 人 

柏市、流山市 

10 人 

障害児通所 

支援事業 

放課後等デイサービス 

まごころ「とよふた」 
月～土曜日 

柏市 

十余二 
6 人 

柏市、流山市 

10 人 

障害児通所 

支援事業 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

まごころ「スイミング」 

月～土曜日 
柏市 

宿連寺 
6 人 

柏市、流山市 

我孫子市 

10 人 

相談支援事業 
指定特定相談支援 

障害児相談支援 
月～土曜日 

柏市 

松葉町 
1 人 

柏市、流山市 

125 人 

 

（２）その他の事業 

    なし 


